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─────────────────────────────────────────── 

平成31年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第６日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                    平成31年３月20日 午後１時30分開議 

日程第１ 議案第３号 
壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定に

ついて 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第２ 議案第４号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第３ 議案第５号 
壱岐市犯罪被害者等支援条例の制定につい

て 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第４ 議案第６号 壱岐市債権管理条例の制定について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第５ 議案第７号 
壱岐市長の調査等の対象となる法人を定め

る条例の一部改正について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第６ 議案第８号 壱岐市税条例等の一部改正について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第７ 議案第９号 壱岐市立図書館条例の制定について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第８ 議案第10号 
壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部改正について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第９ 議案第11号 
壱岐市立幼保連携型認定こども園条例の制

定について 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第10 議案第12号 

壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第11 議案第13号 
壱岐市水道事業の設置等に関する条例の一

部改正について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第12 議案第14号 
公の施設の指定管理者の指定について 

（青嶋公園） 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第13 議案第15号 
公の施設の指定管理者の指定について 

（壱岐市地域福祉活動拠点施設） 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第14 議案第16号 
公の施設の指定管理者の指定について 

（へい死獣畜一時保管処理施設） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第15 議案第17号 
公の施設の指定管理者の指定について 

（イルカパーク） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第16 議案第18号 
公の施設の指定管理者の指定について 

（勝本総合運動公園） 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第17 議案第19号 友好都市の提携について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第18 議案第20号 新市建設計画の一部変更について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第19 議案第21号 
過疎地域自立促進計画（変更）の策定につ

いて 

産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 
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日程第20 議案第22号 
あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第21 議案第23号 
平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第

７号） 
予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第22 議案第24号 
平成３０年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号） 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第23 議案第25号 
平成３０年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第24 議案第26号 
平成３０年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第４号） 

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第25 議案第27号 
平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第26 議案第28号 
平成３０年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第27 議案第29号 平成３１年度壱岐市一般会計予算 
予算特別委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第28 議案第30号 
平成３１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計予算 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第29 議案第31号 
平成３１年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計予算 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第30 議案第32号 
平成３１年度壱岐市介護保険事業特別会計

予算 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第31 議案第33号 
平成３１年度壱岐市下水道事業特別会計予

算 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第32 議案第34号 
平成３１年度壱岐市三島航路事業特別会計

予算 
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決 

日程第33 議案第35号 
平成３１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

予算 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第34 議案第36号 平成３１年度壱岐市水道事業会計予算 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第35 議案第37号 
公の施設の新指定管理者の指定期間の変更

について（壱岐市ケーブルテレビ施設） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第36 議案第38号 
公の施設の現指定管理者の指定期間の変更

について（壱岐市ケーブルテレビ施設） 
産業建設常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

日程第37 議案第39号 
壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁

舎）【建築工事】請負契約の変更について 

建設部長 議案説明・ 

質疑なし・委員会付託省略・ 

可決 

日程第38 議案第40号 
芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主

体）請負契約の変更について 

教育次長 議案説明・ 

質疑なし・委員会付託省略・ 

可決 

日程第39 同意第２号 壱岐市教育委員会委員の任命について 
市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 

日程第40 同意第３号 壱岐市教育委員会委員の任命について 
市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 
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日程第41 同意第４号 
壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任

について 

市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 

日程第42 同意第５号 
壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 

日程第43 同意第６号 
壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 

日程第44 同意第７号 
壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
市長 議案説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・同意 

日程第45 議員派遣の件 原案のとおり決定 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第６号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 赤木 貴尚君       ６番 土谷 勇二君 

７番 久保田恒憲君       ９番 音嶋 正吾君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 豊坂 敏文君 

16番 小金丸益明君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

教育長 ………………… 久保田良和君  総務部長 ……………… 久間 博喜君 
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企画振興部長 ………… 本田 政明君  市民部長 ……………… 原田憲一郎君 

保健環境部長 ………… 髙下 正和君  建設部長 ……………… 永田秀次郎君 

農林水産部長 ………… 井戸川由明君  教育次長 ……………… 堀江 敬治君 

消防本部消防長 ……… 下條 優治君  総務課長 ……………… 中上 良二君 

財政課長 ……………… 松尾 勝則君  会計管理者 …………… 平田恵利子君 

────────────────────────────── 

午後１時30分開議 

○議長（小金丸益明君）  皆さんこんにちは。会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱

岐新聞社ほか３名の方から報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたして

おりますので、御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日までに白川市長より追加議案８件を受理いたしております。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３号～日程第３６．議案第３８号 

○議長（小金丸益明君）  日程第１、議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定について

から、日程第３６、議案第３８号公の施設の現指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市

ケーブルテレビ施設）まで、３６件を一括議題とします。 

 本件につきましては、各委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について、各

委員長からの報告を求めます。 

 初めに、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。赤木貴尚総務文教厚生常任委員長。 

〔総務文教厚生常任委員長（赤木 貴尚君） 登壇〕 

○総務文教厚生常任委員長（赤木 貴尚君）  総務文教厚生常任委員会の委員会報告をいたします。 

 壱岐市議会議長小金丸益明様、平成３１年３月２０日、総務文教厚生常任委員会委員長赤木貴

尚。 

 委員会審査報告書。本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱

岐市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順で報告いたします。 

 議案第４号壱岐市行政組織条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第５号壱岐市犯罪被害者等支援条例の制定について、原案可決。 

 議案第６号壱岐市債権管理条例の制定について、原案可決。 

 議案第８号壱岐市税条例等の一部改正について、原案可決。 
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 議案第９号壱岐市立図書館条例の制定について、原案可決。 

 議案第１０号壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１１号壱岐市立幼保連携型認定こども園条例の制定について、原案可決。 

 議案第１２号壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について、原案可決。 

 議案第１４号公の施設の指定管理者の指定について（青嶋公園）、原案可決。 

 議案第１５号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市地域福祉活動拠点施設）、原案可

決。 

 議案第２４号平成３０年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）、原案可決。 

 議案第２５号平成３０年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決。 

 議案第２６号平成３０年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）、原案可決。 

 議案第３０号平成３１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第３１号平成３１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第３２号平成３１年度壱岐市介護保険事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第３４号平成３１年度壱岐市三島航路事業特別会計予算、原案可決。 

 委員会意見、議案第６号壱岐市債権管理条例の制定について。債権回収については、全庁各課

において高い意識を持つことが大切。債権の管理一元化に伴い、一部職員の負担にならないよう

にすること。 

 以上です。 

○議長（小金丸益明君）  これから、総務文教厚生常任委員長報告に対し、質疑を行います。なお、

委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容について、提出者に質疑をす

ることはできませんので、申し上げておきます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わり

ます。 

〔総務文教厚生常任委員長（赤木 貴尚君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。中田恭一産業建設常任委

員長。 

〔産業建設常任委員長（中田 恭一君） 登壇〕 

○産業建設常任委員長（中田 恭一君）  委員会報告を行います。 

 平成３１年３月２０日、壱岐市議会議長小金丸益明様、産業建設常任委員会委員長中田恭一。 
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 委員会審査報告書。本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱

岐市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。 

 議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定について、原案可決。 

 議案第７号壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１３号壱岐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１６号公の施設の指定管理者の指定について（へい死獣畜一時保管処理施設）、原案可

決。 

 議案第１７号公の施設の指定管理者の指定について（イルカパーク）、原案可決。 

 議案第１８号公の施設の指定管理者の指定について（勝本総合運動公園）、原案可決。 

 議案第１９号友好都市の提携について、原案可決。 

 議案第２０号新市建設計画の一部変更について、原案可決。 

 議案第２１号過疎地域自立促進計画（変更）の策定について、原案可決。 

 議案第２２号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、原案可決。 

 議案第２７号平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）、原案可決。 

 議案第２８号平成３０年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）、原案可決。 

 議案第３３号平成３１年度壱岐市水道事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第３５号平成３１年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算、原案可決。 

 議案第３６号平成３１年度壱岐市水道事業会計予算、原案可決。 

 議案第３７号公の施設の新指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ施

設）、原案可決。 

 議案第３８号公の施設の現指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ施

設）、原案可決。 

 委員会の意見としまして、議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定については、市

民への周知を十分行うとともに、各地区での説明会を開催し、理解を求めること。 

 議案第１７号公の施設の指定管理者の指定について（イルカパーク）は、指定管理者と連携を

し、市民及び観光客への魅力発信に努め、来場者の拡大を図ること。 

 議案第３７号公の施設の新指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ施

設）、議案第３８号公の施設の現指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ

施設）は、総務文教厚生常任委員会との連合審査を行い、確認した引継計画に基づき、市民サー

ビスが低下することのないよう、変更後の指定期間内に引き継ぎを行うこと。 

 以上です。 
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○議長（小金丸益明君）  これから、産業建設常任委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 

〔産業建設常任委員長（中田 恭一君君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  次に、予算特別委員長の報告を求めます。山内豊予算特別委員長。 

〔予算特別委員長（山内  豊君） 登壇〕 

○予算特別委員長（山内  豊君）  委員会報告をいたします。 

 平成３１年３月２０日、壱岐市議会議長小金丸益明様、予算特別委員会委員長山内豊。 

 委員会審査報告書。本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱

岐市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に行います。 

 議案第２３号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）、原案可決。 

 議案第２９号平成３１年度壱岐市一般会計予算、原案可決。 

 委員会意見として、議案第２９号平成３１年度壱岐市一般会計予算、４款衛生費１項保健衛生

費１目保健衛生総務費のうち、健診センター建設事業予算については、議会に対して説明を行い、

議会の了解を得た上で執行すること。 

 以上です。 

○議長（小金丸益明君）  これから、予算特別委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで予算特別委員長の報告を終わります。 

〔予算特別委員長（山内  豊君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  以上で、各委員会の報告を終わります。 

 これから議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定についてから、議案第１３号壱岐

市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてまでの１１件について、一括討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の制定についてから、議案第１３号壱

岐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてまでの１１件について、一括採決します。 

 この採決は起立によって行います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のと
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おり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第３号壱岐市まちづくり協議会設置条例の

制定についてから、議案第１３号壱岐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてまで

の１１件は、全て可決されました。 

 次に、議案第１４号公の施設の指定管理者の指定について（青嶋公園）から、議案第２２号あ

らたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてまでの９件について、一括討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号公の施設の指定管理者の指定について（青嶋公園）から、議案第

２２号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてまで、９件を一括採決します。こ

の採決は起立によって行います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第１４号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（青嶋公園）から、議案第２２号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更についてま

での９件は、全て可決されました。 

 次に、議案第２３号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）から、議案第２８号平成

３０年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）までの６件について、一括討論を行います。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、議案第２３号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）から、議案第２８号

平成３０年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）までの６件を一括採決します。この採決は

起立によって行います。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第２３号平成３０年度壱岐市一般会計補正

予算（第７号）から、議案第２８号平成３０年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）までの

６件は、全て可決されました。 

 次に、議案第２９号平成３１年度壱岐市一般会計予算から、議案第３６号平成３１年度壱岐市
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水道事業会計予算までの８件について、一括討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、議案第２９号平成３１年度壱岐市一般会計予算から、議案第３６号平成３１年度壱

岐市水道事業会計予算までの８件を一括採決します。この採決は起立によって行います。各議案

に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第２９号平成３１年度壱岐市一般会計予算

から、議案第３６号平成３１年度壱岐市水道事業会計予算までの８件は、全て可決されました。 

 次に、議案第３７号公の施設の新指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレ

ビ施設）及び議案第３８号公の施設の現指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブル

テレビ施設）の２件について、一括討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、議案第３７号公の施設の新指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケーブル

テレビ施設）及び議案第３８号公の施設の現指定管理者の指定期間の変更について（壱岐市ケー

ブルテレビ施設）の２件を一括採決します。この採決は起立によって行います。各議案に対する

委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第３７号公の施設の新指定管理者の指定期

間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ施設）及び議案第３８号公の施設の現指定管理者の指

定期間の変更について（壱岐市ケーブルテレビ施設）の２件は、全て可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．議案第３９号 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第３７、議案第３９号壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦

庁舎）【建築工事】請負契約の変更についてを議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日上程いたしております議案第３９号及び議案第４０号につきまして

は、担当部長等に説明をさせますので、よろしくお願いします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  永田建設部長。 
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〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  議案第３９号壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）【建築工

事】請負契約の変更について、御説明いたします。 

 壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）【建築工事】請負契約を、下記のとおり変更する

ため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

本日の提出でございます。 

 １、契約の目的、壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）【建築工事】。 

 ２、契約の方法、随意契約、当初は制限つき一般競争入札。 

 ３、変更後契約金額２億９,７８１万８,６４０円、現契約金額２億８,１８８万円でございま

すので、今回、１,５９３万８,６４０円の増額であります。 

 ４、契約の相手方、壱岐市郷ノ浦町柳田触１３１番地１、株式会社山内組代表取締役山内昇。 

 提案理由でございますが、耐震改修工事建築工事において、外構工事及び内外装工事の追加等

により、所要の契約変更を行うものでございます。 

 次のページをお開きください。参考資料といたしまして、まず外構工事の変更箇所を示してお

ります。地下室上部の防水につきましては、地下室へ雨漏りがしていたため、追加しております。 

 右側の駐車場整備については、別途工事に含めるものとし、本工事から対象外にしております。 

 次に、２ページから４ページには、各階の追加及び変更箇所を示しております。特に階段等は

劣化がひどかったため、安全面を考慮し、改修を追加しております。 

 ５から６ページには、外壁面塗装改修工事追加箇所を示しております。当初は高圧洗浄による

水洗いとしておりましたが、タイルにひび割れが多数あったことから、全面吹きつけ塗装に変更

しております。 

 なお、本工事は市役所郷ノ浦庁舎の執務しながらの改修工事のため、一部の工事を閉庁時に行

うなど、安全及び環境衛生上、作業の制限があり、工期の周期を３カ月ほど延ばしまして、平成

３１年５月３１日までとしております。 

 以上で、議案第３９号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第３９号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託

を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、議案第３９号については委員会付託を省

略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第３９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案どおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第３９号壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷

ノ浦庁舎）【建築工事】請負契約の変更については、原案どおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３８．議案第４０号 

○議長（小金丸益明君）  日程第３８、議案第４０号芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）

請負契約の変更についてを議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。堀江教育次長。 

〔教育次長（堀江 敬治君） 登壇〕 

○教育次長（堀江 敬治君）  議案第４０号について御説明をいたします。 

 芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）請負契約の変更について。芦辺小学校屋内運動場

改築工事（建築主体）請負契約を下記のとおり変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 契約の目的、芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）、契約の方法、随意契約、変更後の

契約金額、２億３,５７９万８,５６０円で、４６７万８,５６０円の増額であります。 

 契約の相手方、壱岐市芦辺町芦辺浦６９２番地、株式会社吉川建設、代表取締役吉川治輝。 

 提案理由は、屋根鉄骨塗装、屋外フェンス設置及び排水改修工事の追加により、所要の変更契

約を行うものでございます。 

 変更契約の主なものは、屋根鉄骨塗装で、天井部分は屋根の躯体がむき出しになっておりまし

て、当初設計ではさびどめ塗装のみでございましたが、防さびも含めた白塗り塗装仕上げに変更

しております。 

 参考までに次のページには屋外整備工事の変更図面と屋根の伏図を添付しております。 

 以上で、議案第４０号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔教育次長（堀江 敬治君） 降壇〕 
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○議長（小金丸益明君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第４０号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託

を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、議案第４０号については委員会付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第４０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第４０号芦辺小学校屋内運動場改築工事

（建築主体）請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３９．同意第２号～日程第４０．同意第３号 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第３９、同意第２号壱岐市教育委員会委員の任命について及

び日程第４０、同意第３号壱岐市教育委員会委員の任命についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  同意第２号壱岐市教育委員会委員の任命について、御説明申し上げます。 

 本案は、壱岐市教育委員会委員松嶋賀代子氏が本年５月１９日をもって任期満了となるので、

上川久美子氏を壱岐市教育委員会委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 同氏の経歴につきましては、参考として添付しております略歴を御参照願います。 

 次に、同意第３号壱岐市教育委員会委員の任命について、御説明申し上げます。 

 本案は、壱岐市教育委員会委員中原正博氏が本年５月１９日をもって任期満了となるので、引

き続き同氏を壱岐市教育委員会委員に任命するものでございます。 

 同氏の経歴につきましては、参考として添付しております略歴を御参照願います。 

 以上、２件の同意案件につきまして、御審議賜りまして、御同意いただきますようよろしくお
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願い申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから、２件を一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。同意第２号及び同意第３号の２件については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、同意第２号及び同意第３号については、

委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから、同意第２号及び同意第３号の２件について、一括討論を行います。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、同意第２号及び同意第３号の２件を一括採決します。この採決は起立によって行い

ます。本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、同意第２号壱岐市教育委員会委員の任命につい

て及び同意第３号壱岐市教育委員会委員の任命についての２件は、同意することに決定いたしま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第４１．同意第４号～議案第４４号．同意第７号 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第４１、同意第４号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選

任についてから、日程第４４、同意第７号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてま

での４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  同意第４号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について、御説明

を申し上げます。 

 提案理由は、壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について、地方税法第４２３条第３項

の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 本案は、壱岐市固定資産評価審査委員会委員松本陽治氏が本年５月１８日をもって任期満了と
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なるので、後任として後藤満雄氏を壱岐市固定資産評価審査委員会委員に選任するものでござい

ます。 

 なお、同氏の経歴につきましては、裏面の略歴を御参照願います。 

 続きまして、同意第５号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について、御説明を申し上

げます。 

 本案は、壱岐市固定資産評価審査委員会委員植村茂氏が本年５月１８日をもって任期満了とな

るので、引き続き同氏を壱岐市固定資産評価審査委員会委員に選任したく、地方税法第４２３条

第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、同氏の経歴につきましては、裏面の略歴を御参照願います。 

 続きまして、同意第６号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について、御説明を申し上

げます。 

 本案は、壱岐市固定資産評価審査委員会委員小畑英治氏が本年５月１８日をもって任期満了と

なるので、引き続き同氏を壱岐市固定資産評価審査委員会委員に選任したく、地方税法第

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、同氏の経歴につきましては、裏面の略歴を御参照願います。 

 続きまして、同意第７号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任について、御説明を申し上

げます。 

 本案は、壱岐市固定資産評価審査委員会委員山川英敏氏が本年５月１８日をもって任期満了と

なるので、引き続き同氏を壱岐市固定資産評価審査委員会委員に選任したく、地方税法第

４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 同氏の経歴につきましては、裏面の略歴を御参照願います。 

 以上、４件の同意議案に対しまして、御審議賜りまして御同意賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから、４件を一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。同意第４号から同意第７号の４件については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、同意第４号から同意第７号の４件につい

ては、委員会付託を省略することに決定しました。 
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 これから、同意第４号から同意第７号までの４件について、一括討論を行います。討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから、同意第４号から同意第７号までの４件を一括採決します。この採決は起立によって

行います。同意第４号から同意第７号までの４件について、これに同意することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、同意第４号壱岐市固定資産評価審査委員会委員

の選任についてから、同意第７号壱岐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの４件

については、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４５．議員派遣の件 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第４５、議員派遣の件を議題とします。 

 壱岐市議会会議規則第１６７条により、タブレットに配信のとおり関係議員を派遣したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、議員の派遣については決定されました。 

 以上で予定された議事は終了いたしましたが、この際お諮りします。３月会議において議決さ

れました案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、壱

岐市議会会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定いたし

ました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小金丸益明君）  ここで白川市長から挨拶の申し出があっておりますので、これを許しま

す。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  閉会に当たりまして御挨拶申し上げます。 

 議員の皆様には、３月５日から本日まで１６日間にわたり本会議並びに委員会を通じまして、

慎重な御審議の上、全議案を可決賜り厚くお礼を申し上げます。 
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 賜りました御意見等を十分尊重し、市政運営に当たる所存でございますので、今後とも御指導

御協力賜りますようお願いを申し上げます。 

 さて、次年度の市政の重要事項等につきましては、施政方針において申し述べましたが、まず

災害復旧事業について、全力で取り組んでまいります。 

 次に、本市が抱える人口減少や高齢化等を初めとする諸課題に対し、壱岐市の将来を見据えた

各種事業を展開してまいります。 

 子育て支援と就学前の教育及び保育の充実を図るため、今年度整備をいたしました石田こども

園について、今月２８日に新園舎の内覧会を行い、４月１日から開園いたします。 

 既存の保育施設と新しい園舎を活用して、待機児童の解消に向けて取り組むとともに、子育て

に関する相談活動や親子のつどいの場の提供、園庭解放などにより、地域の子育て支援の充実を

図ってまいります。 

 さて、昨年秋に創刊号が発売された雑誌ＣＯＺＩＫＩの第２弾が４月下旬に発売予定となって

おります。これは昨年３月にスタートいたしました官民協働での古事記をテーマとした漫画と

アートのプロジェクト、ＣＯＺＩＫＩプロジェクトによる事業であり、手塚プロダクションの手

塚るみ子氏にも参加をいただくなど、大変著名な漫画家、アーティストの皆様に壱岐に御来島い

ただくことで、新たな作品を制作いただいております。 

 また、手塚るみ子氏初め参加アーティストの皆様からは、今後の展開についてもさまざまな御

提案をいただいておりまして、今後も多くの漫画家、アーティストに参画いただき、漫画の生ま

れる島壱岐と言われるような、ファンを呼び込む仕組みになっていくものと期待をいたしており

ます。 

 また、昨年１２月に可決成立した自治基本条例の具現化のため、本市本３月会議において可決

いただきました壱岐市まちづくり協議会設置条例に基づき、本年４月からは各小学校区単位で新

しいコミュニティ、まちづくり協議会を編成していただき、平成２９年度から導入した地域担当

職員制度の活用とあわせ、地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

 今後説明会の開催等により周知を図り、市民の皆様が主体となる協働のまちづくりを進めてま

いりますので、御協力賜りますようお願いを申し上げます。 

 ６月４日から５日にかけて九州地方知事会議及び九州地域戦略会議が本市で開催されます。本

会議は、各県持ち回りで行われておりますが、今の形となってからは、県内初の離島開催となり

ます。 

 各県知事を初め、九州の経済団体の役員、報道関係者等約１５０名の皆様が来島されますので、

おもてなしの心で対応するとともに、絶好のＰＲの場と捉え、壱岐の魅力を存分に発信したいと

考えております。 
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 このほかＳＤＧｓ未来都市、自治体モデル事業、Ｉｋｉ─Ｂｉｚ、ふるさと商社、テレワーク

など、現在進行形で行っている島内外の民間企業等と連携した取り組みをさらに加速させてまい

ります。 

 平成の時代も残りわずかとなり、５月１日からはいよいよ新しい元号の時代がスタートいたし

ます。有人国境離島法という大きな後ろ盾を十二分に活用して、市民の皆様の御理解、御協力を

いただきなから、さらなる熱意をもって市政運営に取り組んでまいりますので、今後とも議員各

位、市民の皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の御挨拶といたし

ます。大変ありがとうございました。お疲れさまでした。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

────────────・────・─────────── 

○議長（小金丸益明君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 これをもちまして、平成３１年壱岐市議会定例会３月会議を終了いたします。 

午後２時13分散会 

────────────────────────────── 
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